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残暑が続きますが、体調にお気をつけお過ごしください。＜7 日 白露，9 日 重陽，17 日敬老の日，22 日秋分の日＞ 

1. September ご案内 改正情報  

①日本年金機構からの定時決定の「決定通知

書」に基づき、今月（通常は 10 月支払給与）から

新標準報酬月額の等級に変更します。また、 

厚生年金保険料の料率が変更されますので、 

等級変更のない人も含めて設定変更して下さい。

９月（10 月の支払給与）から 1 年間は、厚生年金

保険料〔一般〕の料率は 16.766％（83.83/1000

労使各負担分）です。 厚生年金保険料率は 

毎年 0.354％ずつ、9 月にアップしますが、平成

29 年 9 月以降は 18.3％で固定                        

  

 重要！  ※ 「社会保険の月額変更届」で「7 月変更・8 月変更」のあった人は、その変更後の等級

が来年 8 月まで続きますのでご注意下さい。※ 9 月分の保険料としては通常、翌月の１０月支払い給

与から変更です！ 

②希望者全員の雇用を 65 歳まで確保するよう企業に求める「高年齢者雇用安定法」の改正案が衆院厚

生労働委員会で可決されました。修正案では、就業規則の解雇事由に該当する労働者は対象外とでき

ることを明確化。要件は今後指針で定めます。今国会で成立すれば 2013 年度から施行予定。（8 月 2 日） 

③未納となっている国民年金保険料の追納を、現在の２年分から１０年分に延長する改正国民年金法が、
平成２４年１０月から実施されます。この１０年分追納できる制度は３年間の時限措置です。

   
222 ...    名名名言言言名名名句句句          

『「運」ってやつは、たえず変わる。いま後頭部にがんと一撃くわせたかと思うと、次の瞬間には   

砂糖をほおばらせてくれたりする。問題はただ一つ、へこたれてしまわないことだ。』 

 

アラン・シリトー：イギリスのノッティンガム出身の作家。 

（Alan Sillitoe,1928 年 3 月 4 日 - 2010 年 4 月 25 日） 

333...    法法法律律律ワワワンンンポポポイイインンントトト  労働契約法の一部を改正する法律が今日８月１０日に公布 

この法律は、有期労働契約(※)の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、働く方が安心
して働き続けることができるようにするため、有期労働契約の適正な利用のためのルールを整備するもの
です。改正法の解釈を示した通達は次ページのとおりです。 
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岐阜金華山 岐阜城からの北西方向の眺め  

☆ 現在の保険料率 ※（労使折半料率）健康保険 49.85（愛知）／1000、介護保険 7.75／1000           

厚生年金保険 83.83／1000  雇用保険 5／1000（建設業６／1000）  
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１．有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換 

 有期労働契約が５年を超えて反復更新された場合（※１）は、労働者の申込みにより、無期労働契約

（※２）に転換させる仕組みを導入する。 

（※１） 原則として、６か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の契約期間を通算しない。 

（※２） 別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件。 

 

２．「雇止め法理」の法定化 

 雇止め法理(判例法理)（※）を制定法化する。 

（※）有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、ま

たは有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客

観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新（締

結）されたとみなす。 

  

３．期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止 

 有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する

場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであっては

ならないものとする。 

（施行期日：２については公布日（平成２４年８月１０日）。１、３については公布の日から起算して１年以内の政

令で定める日。平成２５年４月施行見通し） 

444...    統統統計計計情情情報報報          

① 総務省が「労働力調査」の集計結果を発表し、今年４～６月期における非正規

社員数が 1,775 万人（前年同期比約１万人減）となったことがわかった。中でも派遣

社員の減少が目立っており、改正労働者派遣法（今年 10 月施行）の影響が出てい

るとみられる。（8 月 15 日） 

② パワハラで自殺と労災認定／福井市の１９歳男性 

福井市の消火器販売会社で働いていた男性（19）が 2010 年 12 月に自殺したのは上

司からのパワハラが原因として、福井労働基準監督署が労災認定していたことが７月 27 日、分かった。福井市で記

者 会 見 した遺 族 の代 理 人 は「未 成 年 の自 殺 者 が労 災 認 定 を受 けるのは異 例 」としている。認 定 は 7/24 日 付 。  

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/gyousei/20120801b.htm 

③国民１人ひとりに番号を割り振る「社会保障と税の共通番号制度に関する法案」（マイナンバー法案）の今国会で

の成立が、与野党の対立激化が原因で見送られる見通しとなった。民主党が検討している「給付付き税額控除」の

前提にもなっているため、消費増税に向けた低所得者対策に影響が出るものとみられる。                                                   

                                  

 暑い夏もあともう少しの辛抱です。１００歳超の双子姉妹の「きんさん・ぎんさん」のぎんさんの４人娘（名古屋

市南区在住）が地元はもとより、ＴＶの全国放送番組にひっぱりダコです。平均９３歳の姉妹の元気さは、見る

側も元気にしてくれます。長寿の秘訣はよく歩き、足が丈夫であること、食事では肉を十分摂っているようで、 

よく聞くところですが、超高齢者ほど「肉パワー」が元気の源で長寿になるとの事です。 

明るい話題の一方で、韓国・中国との領土問題はなんともしがたいところです。中国の反日ﾃﾞﾓや日本大使

の車襲撃事件が起きています。襲撃事件を支持する市民がいることは恐ろしいです。韓国は大統領のパフォ

ーマンスであり、また韓国マスコミが煽っているところがありますが、民間レベルでは友好的な関係は維持でき

るのではと思います。もしそうでなければ、日本の国内にいる韓国スポーツ選手や歌手は日本から出てゆかな

ければならないでしょう。解決は短期的には難しいのではと思います。長い年月が必要のように思われ、あまり

に短期に解決しようとすれば取り返しのつかない事態も起こるのではと危惧します。 

１０８歳で亡くなったぎんさんの教えでよく出てくる言葉が、「辛抱強くなれ」はまさにこの問題に必要なのだと

思います。先ごろ４人姉妹は愛知県の「消費者被害防止キャンペーンガール」に任命されました！（Ｓ） 

 


